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嘉麻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要  
 

○課税限度額の引き上げ 

【関係条文】 

第 2条（課税額） 

第 26条（国民健康保険税の減額）             【R6.4.1施行】 

 

《主な改正内容》 

   後期高齢者支援金等分にかかる課税額について、引き上げを行う。 

 

区 分 限度額引上げ前 限度額引上げ後 増加額 

医療分 ６５万円 ６５万円 変更なし 

支援分 ２２万円 ２４万円 ２万円 

介護分 １７万円 １７万円 変更なし 

合 計 １０４万円 １０６万円 ２万円 

 

《改正の影響額》 

限度額超過世帯状況及び課税限度額引上影響額（令和６年３月末賦課を基に試算） 

 

内 訳 
限度額超過世帯数(世帯) 限度額超過人数(人) 

医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分 

改定前 ３８ ５４ ６ １０１ １４７ １０ 

改定後 ３８ ４８ ６ １０１ １３１ １０ 

増 減 ０ △６ ０ ０ △１６ ０ 

 

影 響 額 

医療分 支援分 介護分 合 計 

改正なし １，０２９千円 改正なし 1,029千円(増加) 

 

○軽減の対象となる所得の基準についての引き上げ 

【関係条文】 

第 26条（国民健康保険税の減額）             【R6.4.1施行】 

 

《主な改正内容》 

   均等割・平等割の減額対象範囲を拡大 

 

軽減種別 改正 軽減基準（世帯主及び国保加入者の合計所得） 

７割軽減 改正なし ４３万円以下 

５割軽減 
改正前 ４３万円＋２９．０万円×（国保加入者数）以下 

改正後 ４３万円＋２９．５万円×（国保加入者数）以下 

２割軽減 
改正前 ４３万円＋５３．５万円×（国保加入者数）以下 

改正後 ４３万円＋５４．５万円×（国保加入者数）以下 
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《改正の影響額》 

 軽減対象範囲の拡大の影響額（令和６年３月末賦課を基に試算） 

 上段：軽減世帯、下段：軽減額 

軽減種別 改正前Ａ 改正後Ｂ 影響額Ｂ-Ａ 

７割軽減 
２，６１３世帯 ２，６１３世帯 改正なし 

１２２，８１３千円 １２２，８１３千円 改正なし 

５割軽減 
１，０６９世帯 １，０８２世帯 １３世帯 

４２，８８５千円 ４３，３２０千円 ４３５千円 

２割軽減 
５９８世帯 ６０７世帯 ９世帯 

９，５５１千円 ９，７５２千円 ２０１千円 

影 響 額 
    ２２世帯(増加) 

  ６３６千円(減少) 

 

 

 


